
 

 

■補足資料 

※１ 省エネ基準適合義務 

・表のように、欧米諸国において

は、戸建住宅も含めて省エネ基準

への適合義務がある。 

・それに対して我が国は、建築物

省エネ法の施行により、平成29年

4月から2,000㎡以上の大規模非住

宅についてのみ省エネ基準への適

合が義務化されたが、住宅につい

ては共同住宅も含め義務化されて

いない。 

 

 

 

 

 

※２ 我が国の住宅が先進国の中で最も性能が劣っている現状 

・英国やドイツは住宅の省エネ基準を３～５年ごと

に改定し、段階的にどんどん厳しくしている。ま

た基準に適合しない性能の住宅の建築は許可され

ない。それに対し、我が国の省エネ基準は平成11

年から要求水準はほとんど変わっていないままで

あり、欧米に比べて大幅に緩い基準になってい

る。 

・また、緩い省エネ基準にも関わらず、基準への適

合が義務化されていないため、平成27年度の新築

戸建住宅の基準適合率は、58％にとどまってい

る。 

・要求水準の差が顕著なのが、住宅の断熱性能を決める

最も重要な要素である窓の断熱基準である。例えばド

イツの基準Ｕ値（熱還流率：値が小さいほど断熱性能

が高い）が1.3である（ドイツ等では結露が生じると瑕

疵）。それに対して、我が国の基準のＵ値は神奈川エ

リアの気候区分で4.65、日本サッシ協会のラベリング

制度の最高等級でも2.33である。 

・そのため、日本で最高等級を得られる2.33レベルの

サッシを欧州や中国の

北部地域、米国に持っ

ていくと、基準を満た

していないため使用す

ることができない。そ

れくらい基準の差が大

きくなっている。 

 

※３ 世界の素材別サッシ普及割合 

・アルミは、樹脂や木に比べて、約1,000倍も熱を通しや

すいため、冬に暖房が必要な先進国ではほとんど使用さ

れていない。 

・我が国も樹脂サッシの使用比率が高まってきてはいるも

のの、いまだにアルミサッシが主流を占めている唯一の

先進国となっている。 

 

 

出典：水石仁他「諸外国における住宅・建築物の省エネルギー規制の動向に関する調査研究」を基に日本ＥＲＩが作成 



※４ ヒートショックリスク 

・ヒートショックは、図のように、気密断熱性能不足による室内の温度

差に起因する血圧の旧変化により脳卒中や心筋梗塞などを引き起こす

ことをいう。 

・特に冬期の入浴時に発生しており、消費者庁はヒートショックによる

死者は19,000人／年にも上るとして警鐘を鳴らしている。 

・これは交通事故死の４倍以上にも上る。 

・溺死者数も冬期にヒートショックにより浴室で起こるものが圧倒的に

多い。 

・また、死に至らなくても半身不随等の後遺症により健康寿命を縮めて

いる人数はこの何倍にも上ると言われている。 

 

 

 

 

※５ アレルギー・喘息リスク 

・断熱性能が低い住宅は、冬に生じる結露によりカビが発生しやすい。カビはダニの餌になりダニも増殖しやすくな

る。 

・そのため、低断熱の住宅はカビ・ダニがアレルゲンとなる喘息やアレルギーが発生しやすいことが明らかになって

いる。 

・また右図のように家を新築した2.6万人へのアン

ケート調査によっても、新築した住宅の性能が省エ

ネ基準レベル：４に比べ、神奈川県等の温暖地で北

海道仕様の断熱仕様：５の家の居住者の方が喘息・

アレルギー等の症状の緩和傾向が明らかになってい

る。 
 

 

 


